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平成２９年７月１４日に公告した「大館市川口地区ほか公共下水道整備事業」（以下、「本

事業」という。）について、大館市川口地区ほか公共下水道整備事業プロポーザル審査委員会

（以下、「審査委員会」という。）による選定結果を踏まえ、本事業の優先交渉権者を決定し

たので、その評価結果を公表する。 

 

平成２９年１２月２７日 

 

大館市下水道事業 

大館市長 福原 淳嗣 
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本

技術

格以
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事

審査

応

は、

を行

 

事業者選定の

事業者選定

事業者選定ま

H29

H29

H29 年 1

H29

H29

H29

H29

事業者選定

本事業を実施

術やノウハ

以外の技術的

事業者選定

事業者の選定

査を行った。

応募資格の審

、提案価格の

行った。 

の経緯等 

定の経緯 

までの主な経

日  程 

9 年 4 月 24

9 年 7 月 14

11 月 15 日～

年 11 月 29

年 12 月 15

年 12 月 26

年 12 月 27

定方式 

施する事業者

ウが求めら

的な提案内容

定方法及び手

定は、大館

。 

審査は、応募

のほか、要

 

経緯は、以

日 

日 

～17 日 

日 

日 

日 

日 

者には、本

れる。事業

容を評価す

手順 

市（以下、

募参加資格

求水準との
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下のとおり

実施方針

募集要項

提案書類

提案内容

プレゼン

提案内容

審査講評

事業者選

本事業の対象

業者の選定に

する公募型プ

「本市」とい

格要件につい

の適合性及び

である。

経

針の公表 

項の公表 

類の受付 

容の審査 

ンテーション

容の審査、事

評の公表 

選定結果の公

象施設の設計

にあたっては

プロポーザル

いう。）が応

いて審査を行

び施工計画の

経  緯 

ン・ヒアリン

事業者の選定

公表 

計・施工監理

は、提案価格

ル方式で実施

応募資格の審

行い、提案内

の妥当性、確

ングの実施 

定 

理及び工事に

格のほかに、

施した。 

審査及び提案

内容の審査に

確実性等の基

に関する

提案価

案内容の

について

基礎審査



 審２．

審査

 

 

失格

審査の手順 

査の手順は次

価格

（

提

格 

NG 

次のとおり

 

最優秀

格評価点の算

２０点満点

提案価格審査

OK 

である。 

提案内容

（プレゼンテ

総合評価

（１００

秀提案者及び

算出 

） 

査 

優先交渉権

2 

 

募集

応募

提

容の審査 

テーション

技術

(

価点の算定

点満点）

び優秀提案者

権者の決定

集要項の公

募資格の審

案書類の提

基礎審査

） 

術評価点の算

８０点満点

   

者の選定 

OK 

OK

表 

審査

提出 

算出 

) 

失

NG 

失

NG 
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応
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構

構

構

構

構

 

 

事業者選定の

事業者選定

提案内容の審

市が設置した

し、最優秀提

ける優先交渉

審査委員会

審査委員会の

 

員 長 森

委員長 小

査委員 田

査委員 飯

査委員 佐

審査結果 

応募資格の

応募者は、以

す応募参加資

応募参加資格

募者番号 1番

代表企業（建

構成員 （建

構成員 （建

構成員 （建

構成員 （建

構成員 （設

の体制 

定の体制 

審査にあた

た学識経験者

提案者の選

渉権者とし

会 

の構成は、表

氏 名 

森田 弘昭 

笠原 吉張 

田口 秀男 

飯泉 信夫 

佐藤 伸雄 

の審査 

以下の 1 グ

資格の要件

格の要件を満

番  【 佐藤

建設企業） 

建設企業） 

建設企業） 

建設企業） 

建設企業） 

設計企業） 

っては、本

者等で構成

定を行い、

て決定した

表３.１のと

表 ３.１

日本大学

東北職業

開発短期

秋田県建

大館市総

総合戦略

大館市産

グループであ

を満たして

満たしてい

藤・花岡・佐

佐藤建設株

花岡土建株

佐藤吉株式

株式会社笹

株式会社伊

オリジナル
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本市が提案価

成される審査

本市は、審

。 

とおりである

 審査委員

所

学生産工学部

業能力開発大

期大学校 住

建設部下水道

総務部企画調

略推進室 政

産業部農林課

ある。本市は

ているかどう

ることを確

佐藤吉・笹谷

株式会社 

株式会社 

式会社 

笹谷建設 

伊藤羽州建設

ル設計株式会

価格の審査及

査委員会にお

審査委員会の

る。 

員会 委員

属 名 

部土木工学科

大学校附属

居環境科  

道課  課長

調整課 

政策監 

課  主任 

は、代表企業

かを審査し

確認した。

谷・伊藤羽州

設 

会社 秋田事

及び基礎審査

おいて、公平

の選定結果を

科  教授 

秋田職業能

主幹・教授

業及び構成企

した。この結

州・オリジナ

事務所 

査を行ったう

平性及び透明

を踏まえ、本

備 

能力 

授 

（敬

企業が、募集

結果、すべて

ナル設計企

うえで、

明性を確

本事業に

考 

 

 

 

 

 

称略） 

集要項に

ての企業

業体 】 
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４-２.  提案内容の審査 

（１） 基礎審査 

本市は、応募者の提案書に記載されている事項が、要求水準書に定めた要求水準を満

たしているかについて審査を行った。この結果、応募者の提案書に記載されている事項

が、要求水準書に定めた要求水準を満たしていることを確認した。 

（２） 技術評価審査 

提案価格の審査及び基礎審査後、審査委員会は、応募者によるプレゼンテーション・

ヒアリングを実施し、応募者が提出した提案内容に対して、下記に示す審査項目及び技

術評価点の得点化方法により得点化を実施した。 

 

表 ４.１ 審査項目 

大項目 中項目 
点数

配分

(1)会社概要 
① 設計企業の実績 5 

② 建設企業の実績 5 

(2)提案概要に 

ついて 

① 工事概要 5 

② 工事の確実性 8 

③ 近隣住民への対応 5 

(3)設計・施工 

計画につい 

て 

① 設計の考え方 8 

② 施工計画 8 

(4)工期や性能 

に対する安 

全性 

① 工期の確実性 5 

② 
性能保証を行うた

めの方策等 
8 

(5)緊急時の対 

応 
① 

緊急事態発生時の

対応 
5 

(6)ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ 
① 

月間あたりの使用

電力量(kwh/月） 
8 

② ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ 10 

合  計 80 

表 ４.２ 技術評価点の得点化方法 

評価 判断基準 
得点化 

方 法 

Ａ 特に優れている 配点×1.00

Ｂ 優れている 配点×0.60

Ｃ やや優れている 配点×0.30

Ｄ 
特に優れている

点が認められな

い 

配点×0.00
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（３） 技術評価審査（技術評価点）の結果 

審査委員会は、以下に示す内容により技術評価点（80 点満点）に対して、技術評価に 

おける妥当性の判断基準を、Ｂ評価（優れている）の 60%以上であることを前提に審査

を行った。前項の審査方法に基づく応募者番号 1番の技術評価点の合計得点は、55.1 点

（68.9％）の得点結果となり、妥当であると判断した。 

大項目 中項目 
点数 

配分 

応募者番号  

1 番の得点 

（１）会社概要 

① 設計企業の実績 5 3.5 

② 建設企業の実績 5 4.0 

（２）提案概要につい 

   て 

① 工事概要 5 4.0 

② 工事の確実性 8 8.0 

③ 近隣住民への対応 5 4.2 

（３）設計・施工計画 

について 

① 設計の考え方 8 7.2 

② 施工計画 8 8.0 

（４）工期や性能に 

対する安全性 

① 工期の確実性 5 4.6 

② 性能保証を行うための方策等 8 6.6 

（５）緊急時の対応 ① 緊急事態発生時の対応 5 5.0 

（６）ライフサイクル 

コスト 

① 月間あたりの使用電力量(kwh/月） 8 0.0 

② ライフサイクルコスト 10 0.0 

合     計 80 55.1 

※事業者選定基準に基づき、技術評価点の合計点は、小数点第１位とした。 

（４） 提案価格の審査 

本市は、応募者が提出した提案価格が、見積上限価格以内であることの審査を行った。 
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価

 

見

価

４-３.  

評

と

満

提

総

 優５．

と

 

提案価格の審

本市は、応募

積上限価格以

価格評価点の

価格評価点

項目 

見積上限価格

提案価格 

価格評価点

総合評価 

審査委員会

評価点とした

本事業は、

とから、審査

応募者番号

満たしてお

よって、審

提案者として

総合評価点

 

項目 

技術評価点

価格評価点

総合評価点

優先交渉権者

本市は、審

として決定

審査（価格評

募者が提出

以内である

の計算にあ

点＝20 点×

格 

点 

会は、技術評

た。 

、技術的な提

査委員会は、

号 1 番の技

り、提案価格

審査委員会

て選定した。

（100 点満点

点 

点 

点 

者の決定 

審査委員会

した。 

評価点）の結果

した提案価

ことから妥

たっては、小

（1－応募者

評価点と価

提案内容を

、提案内容

技術評価点の

格において

は、総合評

。 

点）＝技術評

の選定結果
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果 

価格に対して

妥当であると

小数点以下第

者の提案価格

応募者番

1,491

1,476

価格評価点の

を評価する公

容を踏まえた

の合計得点は

も見積上限

価点が妥当

評価点（80 点

応募者番

果を踏まえ、

て、次式によ

判断した。

第３位を四

格(税抜)÷

番号 1番の得

1,980,000 円

6,700,000 円

0.20 

の合計を次式

公募型プロポ

た技術評価を

は、審査委員

限価格以内で

当であると判

点満点）＋価

番号 1番の得

55.1 

 0.2 

55.3 

応募者番号

より得点化を

 

捨五入し小

見積上限価

得点 

円 

円 

式に基づいて

ポーザル方式

を重視した。

員会での技術

であった。 

判断し、応募

価格評価点

得点 

号 1 番を本事

を行い、提案

小数点第２位

価格(税抜)）

て加算した値

式を採用して

 

術評価の判断

募番号 1 番を

（20 点満点

事業の優先交

案価格が 

位とした。 

 

値を総合

ているこ

断基準を

を最優秀

点） 

交渉権者


